
２月20日
午前11時ごろ
防災無線
スピーカーから 
試験放送が流れます

し
ま
す
。

　
一
定
の
要
件
に
合
う
方
は
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
初
回
登
録

料
の
助
成
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

要
件
や
利
用
方
法
な
ど
に
つ
い
て

詳
し
く
は
、
住
宅
政
策
担
当
へ

問
い
合
わ
せ
を
。

ク
」と
は
、
単
身
者
が
民
間
の
賃

貸
住
宅
に
転
居
す
る
際
に
、
定

期
的
な
見
守
り
と
亡
く
な
っ
た
際

の
葬
儀
費
、
家
財
の
片
付
け
の

3
点
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。
単
身
の
高
齢
者
・
障
害
者

等
の
円
滑
な
住
み
替
え
を
支
援

公
共
サ
イ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

案
へ
の
意
見
を
募
集
し
ま
す

企
画
調
整
担
当
／
４
階　

☎（
３
２
２
８
）８
９
８
８　

FAX（
３
２
２
８
）５
４
７
６

　

区
は
、
区
が
設
置
す
る
標
識

や
案
内
誘
導
板
な
ど
の
公
共
サ

イ
ン
に
つ
い
て
、
誰
に
と
っ
て
も

分
か
り
や
す
い
表
示
に
す
る
た

め
、
そ
の
整
備
や
維
持
管
理
の

統
一
基
準
と
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
案
を
ま
と
め
た

の
で
、
み
な
さ
ん
の
意
見
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

公
表
資
料　
中
野
区
公
共
サ
イ
ン

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
案
）

公
表
場
所　

区

、
区
役
所
4

階
企
画
調
整
担
当

資
料
公
表・意
見
募
集
の
期
間　

2

月
22
日
必
着

意
見
提
出
の
方
法　

住
所
、
氏

名
を
記
入
し
て
電
子
メ
ー
ル

kikakutyosei@
city.tokyo-

nakano.lg.jp

ま
た
は
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
で
企
画
調
整
担
当
へ

「
中
野
区
あ
ん
し
ん
す
ま
い

パッ
ク
」助
成
の
ご
利
用
を

住
宅
政
策
担
当
／
９
階　

☎（
３
２
２
８
）５
５
８
１　

FAX（
３
２
２
８
）５
６
６
９

　
「
中
野
区
あ
ん
し
ん
す
ま
い
パ
ッ

学
の
方
は
勤
務
先
・
通
学
先
の

名
称
と
所
在
地
、
利
害
関
係
の

あ
る
方
は
そ
の
理
由
も
記
入
）を

郵
送
ま
た
は
直
接
、
都
市
計
画

担
当
へ
。
2
月
20
日
必
着

中
野
四
季
の
都ま

市ち

の

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
の

説
明
会

中
野
駅
周
辺
ま
ち
づ
く
り
担
当
／

９
階

☎（
３
２
２
８
）８
９
７
０

FAX（
３
２
２
８
）５
６
７
０

　

新
区
役
所
建
設
予
定
地
を
含

む
中
野
4
丁
目
の「
中
野
四
季
の

都
市
」地
区
。
そ
の
将
来
像
や
整

備
の
方
針
な
ど
、
今
後
の
ま
ち

づ
く
り
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

日
時　

2
月
15
日（
金
）午
後
7

時
～
8
時
半

会
場　
区
役
所
7
階
会
議
室

☆
当
日
直
接
会
場
へ
。
手
話
通

訳
・一
時
保
育（
先
着
3
人
）希
望

の
方
は
、
2
月
6
日
～
8
日
に

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ（
住

所
、
氏
名
と
ふ
り
が
な
、
電
話

番
号
、
手
話
通
訳
希
望
の
方
は

そ
の
旨
、
一
時
保
育
希
望
の
方
は

お
子
さ
ん
の
氏
名
と
ふ
り
が
な
、

月
年
齢
を
記
入
）で
、
中
野
駅
周

辺
ま
ち
づ
く
り
担
当
へ

中
野
四
丁
目
新
北
口
地
区

に
係
る
都
市
計
画
案
の

縦
覧

中
野
駅
周
辺
計
画
担
当
／
９
階

☎（
３
２
２
８
）８
９
７
０

FAX（
３
２
２
８
）５
６
７
０

　
「
中
野
四
丁
目
新
北
口
地
区
ま

ち
づ
く
り
方
針
」の
目
指
す
べ
き

ま
ち
の
実
現
に
向
け
ま
と
め
た
、

次
の
図
書
を
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

意
見
の
提
出
も
で
き
ま
す
。

縦
覧
図
書　

中
野
四
丁
目
新
北 

口
地
区
に
係
る
都
市
計
画
道
路 

（
案
）、
都
市
計
画
駐
車
場（
案
）、

土
地
区
画
整
理
事
業（
案
）、
地

区
計
画（
案
）

図
書
の
縦
覧　
2
月
7
日
～
20
日 

に
、
区
役
所
9
階
都
市
計
画
担

当
で

意
見
を
提
出
で
き
る
方　

区
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、
案
件

に
直
接
利
害
関
係
の
あ
る
方

意
見
提
出
の
方
法　

意
見
書（
書

式
自
由
。
住
所
、氏
名
と
ふ
り
が 

な
、電
話
番
号
、区
内
在
勤
・
在 

2月15日（金）～ 3月15日（金）
区議会事務局／３階
☎（３２２８）５５８５　FAX （３２２８）５６９３

会議日程
本会議＝2月15日・19日・20日、3月5日・15日
予算特別委員会＝2月20日・21日・25日・26日、3月4日
予算特別委員会分科会＝2月27日・28日
常任委員会＝3月7日・8日
特別委員会＝3月12日・13日
☆どなたでも傍聴できます。日程は、変わることがあります
開会　午後1時から。ただし、2月25日・26日の予算特別委
員会は、午前10時に開会します

◆一般質問放送日時（J:COMチャンネル）　☆区内のみ視聴可
3月2日（土）・3日（日）・9日（土）＝午後5時〜7時45分
3月4日（月）・6日（水）・8日（金）＝午後6時〜7時半
3月10日（日）＝午後8時半〜10時45分
☆放送についての問い合わせはＪ:COM中野 0120（914） 
000へ（午前９時〜午後６時）

定 例 会中野区議会
第1回

災害対策担当／８階　　
☎（３２２８）８９３３　
FAX（３２２８）５６５８

　大規模な災害や武力攻撃
などの緊急事態が発生した時
は、全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）により国から情報が
伝達されます。
　みなさんへ確実に伝えるた
めの手段の一つが、防災無線
スピーカーです。全国一斉の
試験放送として、20日に自動
放送が30秒程度流れます。

HP
詳しく

で

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

は、区　で詳しい内容をご覧になれます
HP
詳しく

で

　 はホームページ 区　から、　　は電子申請が、　　は申請書などのダウンロードが可

区からのおしらせ5
　
い
ず
れ
の
控
除
も
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
合
計
所

得
金
額
に
応
じ
て
控
除
額
を
段
階
的
に
縮
小
し
、合
計
所

得
金
額
が
１
千
万
円
を
超
え
る
場
合
は
適
用
外
と
な
り

ま
し
た
。

　
な
お
、配
偶
者
特
別
控
除
に
つ
い
て
は
、配
偶
者
の
前

年
中
の
合
計
所
得
金
額
の
上
限
が
76
万
円
か
ら
１
２
３

万
円
に
上
が
り
ま
す
。

区
民
税
課
税
担
当
／
３
階
　

☎（
３
２
２
８
）８
９
１
３
　
FAX（
３
２
２
８
）８
７
４
７

配偶者控除

配偶者が
69歳以下

配偶者が
70歳以上

配偶者特別控除

900万円以下

納税義務者の
前年中の合計
所得金額

900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

33万円 38万円 最大33万円、
最少3万円

22万円 26万円 最大22万円、
最少2万円

11万円 13万円

いずれも適用外

最大11万円、
最少1万円

配偶者の前年中の
合計所得金額が
38万円超123万円以下

変更後の控除額 平
成
31
年
度
か
ら

住
民
税
の
配
偶
者
控
除
・

配
偶
者
特
別
控
除
が
変
わ
り
ま
す

夫の所得金額も
関係するのね

表紙の
Aさん

今年度から国民健康保険、
後期高齢者医療保険の
「医療費についてのお知らせ」を、
医療費控除の証明資料（医療費通知）
として使えます
　国民健康保険、後期高齢者医療保険の「医療費につい
てのお知らせ」は、対象の方に年1回発行しています。今
年度から、このお知らせを平成30年1月からの医療費通
知として添付できます。
　ただし、国民健康保険は同年11月以降、後期高齢者医
療保険は同年9月以降の医療費等については、領収書に
基づいて「医療費控除の明細書」を作成する必要があり
ます。
　なお、記載されている自己負担額と実際に負担した額
が異なる場合には、自分で額を訂正して申告する必要が
あります。
☆このお知らせは再発行できません。届いたら大切に保
管してください

国民健康保険では
　平成29年11月～同30年10月に健康保険が適用さ
れた医療を受けた方で、同31年1月31日現在、区内在住
の方が対象。通知対象期間中に75歳を迎えた方は、誕
生日の前日までの分を記載。2月中旬に郵送します。
【問合せ先】国保給付担当／２階
☎（３２２８）５５０８　FAX（３２２８）５６５５

後期高齢者医療保険では
　同保険に加入している対象の方には、
1月下旬に郵送済みです。
【問合せ先】後期高齢者医療担当／２階
☎（３２２８）８９４４　FAX（３２２８）５６６１

障害者控除等の対象になるケース
【問合せ先】障害者相談支援担当／１階
☎（３２２８）８９５６　FAX（３２２８）５６６５
　次のいずれも、対象等について詳しくは、障害者相談
支援担当へ問い合わせを。

高齢者の方へ
　満65歳以上の方で障害者手帳をお持ちでない方で
も、寝たきりまたは認知症などの状態により、障害者控
除、特別障害者控除の対象となる場合があります。
　申告には区が発行する「障害者控除対象者認定書」が必
要となります。

医療費控除の対象となる在宅サービス費用も
あります
　医師との適切な連携のもとに行われた居宅介護(身体
介護を伴うものに限る）、重度訪問介護等の障害福祉
サービスを受けた場合、そのサービスの費用が医療費控
除の対象となることがあります。
　申告には、サービス提供事業者が発行する「障害福祉
サービス等利用料領収証」が必要です。

介護保険で控除の対象になるか確認を
　介護保険料は社会保険料控除の対象になります。ま
た、介護サービスを利用されている方は、サービスの種
類によって利用料の一部が医療費控除の対象になる場
合があります。内容などについて詳しくは、下記の各担
当へ問い合わせを。
【問合せ先】
介護保険料に関する控除について
＝介護資格保険料担当／２階　☎（３２２８）６５３７
介護保険サービス利用料に関する医療費控除について
＝介護給付担当／２階　☎（３２２８）６５３１

☆いずれもFAX（３２２８）８９７２

対象の方は確認しましょう

自分が適用を受ける
控除を確認しましょう

4


